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オープンカウンター方式による見積合せの公示 
 

次のとおり、オープンカウンター方式による見積合せを実施します。 
令和６年５月１４日 
 独立行政法人都市再生機構西日本支社 

総務部長 坂野 友義 
 
１ 業務内容 
（１）業務件名  ０６－西日本団地再生業務事務所大阪府Ａ分室機械警備業務 

（２）業務の特質等  仕様書による 

（３）履行期間  令和６年６月３日から令和８年８月１４日まで 

（４）履行場所  機械警備業務依頼書による 

○「機械警備業務依頼書」の交付方法 

別添の交付申込書に必要事項を記入し、以下の受付期間内にＦＡＸにより申し込む

こと。ＦＡＸ受領後、翌日（土曜日、日曜日及び祝日は営業日として数えない。）まで

に、申込者に到着するように発送する。３営業日を過ぎても到着しない場合は、下記

問合せ先に電話にて確認すること。 

【受付期間、申込先、送信先、問い合わせ先】 

受付期間：令和６年５月１４日（火）から令和６年５月１７日（金）までの毎日 午

前９時３０分から午後５時まで。 

送信先：西日本支社ストック事業推進部事業企画課 担当：鶴淵 

ＦＡＸ： ０６－４７９９－１１８５   ＴＥＬ：０６－４７９９－１１７８ 

（５）見積方法 
① 見積金額は、履行期間中の警備機器設置料金、撤去料金及び月額料金等総価を記

載すること。なお、見積書（様式１）には見積金額の内訳を示した「見積金額明細

表」（様式２）を添付すこと。見積書に記載した見積金額と「見積金額明細表」の額

が異なっている場合、又は「見積金額明細表」に計算間違い等の誤りがある場合は

無効とする。 
② 契約の相手方の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の

10に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額とする。）をもって決定価格とするので、見積書を提出する

者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載すること。 

 
２ 参加資格 
（１）独立行政法人都市再生機構会計実施細則（平成１６年独立行政法人都市再生機構
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達第９５号）第３３１条及び第３３２条の規定に該当する者でないこと。 

（２）当機構西日本地区において令和５・６年度物品購入等の契約に係る一般競争参加

資格を有している者で「役務提供」に係る業種区分の認定を受けていること。 
（３）公示日から見積合せ日までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域

を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。 
（４）本公示、仕様書、入札（見積）入札心得書（物品購入等）及びオープンカウンタ

ー方式による見積合せ説明書等を承諾していること。 
（５）警備業法（昭和４７年法律第１１７号）（以下、「警備業法」という。）第５条に規

定する都道府県公安委員会による営業認定を受け、かつ、その認定証が有効期限内で

あること。 

（６）警備業法第４０条に規定する都道府県公安委員会への機械警備業務に関する届出

書を出していること。 

（７）警備業法第４２条に定める機械警備業務管理者証の交付を受けている者を選任し

ていること。 

（８）警備業法第４９条に規定する営業の全部又は一部の停止命令及び廃止命令を過去

３年以内に受けていないこと。 

（９）警備業法第２条に規定する機械警備業務を自ら行う者であること。 

（１０）暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でな

いこと。 
（１１）（１０）に該当する者のほか、不法な行為を行い、若しくは行う恐れのある団体、

法人若しくは個人又はこれらの団体や法人に属する者で組織される団体、法人若しく

はそれらの構成員で、契約相手方として機構が適当でないと認める者でないこと。 

  
３ 見積書の提出場所等 
（１） 見積書の提出場所及び見積手続等に関する問合せ先 

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-13-1 

        大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階 

独立行政法人都市再生機構 西日本支社 総務部 調達管理課 

電 話   ０６‐４７９９‐１０３５ 

（２） 見積書の提出期限及び提出方法  
  ①提出期限  令和６年５月２０日（月）１５時００分 
  ②提出方法  持参又は郵送とする。但し、郵送による場合は書留郵便とし、同日 
         同時刻必着とする。提出場所は上記（１）と同じ 
 

（３） 見積書と同時に提出する書類 
① ２（５）の警備業法第５条に記載の都道府県公安委員会の営業認定を受けている
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ことを証明する書面（認定証）の写し（１部） 
② ２（６）の警備業法第４０条に規定する都道府県公安委員会への機械警備業務に

関する届出書の写し（１部） 
③ ２（７）の警備業法第４２条に規定する機械警備業務管理者証の写し（１部） 
④ ２（８）の警備業法第４９条に規定する営業の全部又は一部の停止命令及び廃止

命令を過去３年以内に受けていないこと、及び２（９）警備業法第２条に規定す

る機械警備業務を自ら行う者であることを誓約する書面（様式３） 
（４） 見積合せの日時   

見積書の提出期限後、遅滞なく実施する。なお、見積参加者の立会は求めない。 
 
４ その他 
（１） 契約保証金  免除 
（２） 契約書等の作成の要否  要 
（３） 見積りの無効   

本公示に示した競争参加資格のない者のした見積り及び見積りに関する条件に違反

した見積りは、無効とする。 
（４） 契約の相手方の決定方法 

独立行政法人都市再生機構会計規程第５２条の規定に基づいて作成された予定価格

の制限の範囲内で最低価格をもって有効な見積りを行った者を契約の相手方とする。 
（５） 競争参加資格の認定を受けていない者の参加 

上記２（２）に掲げる競争参加資格の認定を受けていない者も、上記３（２）によ

り見積書を提出することができるが、競争に参加するためには、見積書の提出と同時

に当該資格審査に係る申請書を提出し、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格

の確認を受けなければならない。 

競争参加資格については、当機構ホームページを参照のこと。 

http://www.ur-net.go.jp/order/info.html 

（６） 支払方法 

 警備機器の設置料金、撤去料金及び月額料金等契約期間中にかかる金額の総価を契 

約期間月数で割った額を月額料金とし、請負契約書の規定により請負代金を支払うもの

とする。 

（７） 組織名称 

  対象事務所の組織名称決定に伴い業務件名が変更となる可能性がある。 

（８） 仕様書の内容に係る質問等の受付先 
  独立行政法人都市再生機構 西日本支社  ストック事業推進部事業企画課 

電話：０６－４７９９－１１７８ 

以  上  
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（様式１） 
 

 

見   積   書 

 

金              円也 

 

ただし、「０６－西日本団地再生業務事務所大阪府Ａ分室機械警備業務」について 

 

オープンカウンター方式による見積合せ説明書を承諾の上、見積りします。 

 

令和  年  月  日 

 

 

住 所 

氏 名           印 ※ 

 

 

独立行政法人都市再生機構西日本支社 

総務部長 坂野 友義 殿 

 

 

※１ 本件責任者（会社名・部署名・氏名）：                                   

担 当 者（会社名・部署名・氏名）：                                     

※２ 連絡先（電話番号）１ ：                                                

連絡先（電話番号）２ ：                                                

 

 

※１ 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 

押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 

※２ 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 

個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、１回線の記載も可。 
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（様式２） 
見積金額明細表 

件名：０６－西日本団地再生業務事務所大阪府Ａ分室機械警備業務 

 

御社名  ：                                                   

 

項目 税抜金額 税込金額 

月額 

設置費用、撤

去費用を含

めた月額料

金を記載。 

①  

 

 

円/月 

⑤（請負契約書別紙２業務費用支払予

定表に記載する額＝） 

 

円/月 

日割料金 

Ｒ6/6/3～6/30 

（28 日分） 

計 28 日 

設置費用、撤

去費用を含

めた日割料

金を記載。 

②（月額料金÷30 日（10 円未満は切

捨て。）×28 日＝） 

 

円/28 日 

⑥（請負契約書別紙２業務費用支払予

定表 1 回に記載する額＝） 

 

円/28 日 

日割料金 

Ｒ8/8/1～8/14 

（14 日分） 

計 14 日 

設置費用、撤

去費用を含

めた日割料

金を記載。 

③（月額料金÷30 日（10 円未満は切

捨て。）×14 日＝） 

 

円/14 日 

⑦（請負契約書別紙２業務費用支払予

定表 27 回に記載する額＝） 

 

円/14 日 

合計金額 

（26 ヶ月 

13 日分） 

設置費用、撤

去費用を含

めた合計金

額（26 ヵ月分

と 13 日分）

を記載。 

④＝（①×25 ヵ月）+②+③ 

（見積書に記載する額＝） 

 

 

 

円 

⑧＝（⑤×25 ヵ月）+⑥+⑦ 

（請負契約書別紙２業務費用支払予定

表の計に記載する額＝） 

 

 

円 

本表は、見積書と共に封入すること 
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表                  裏 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       

 

 
 
 
 
 
※  有資格者名簿（https://www.ur-net.go.jp/order/procedure.html）に記載されている 

登録番号を必ず記載すること。 

   なお、競争参加資格を申請中の者にあっては、「競争参加資格申請中」と記載すること。 

提出された見積書については、開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをする

ことができないので注意すること。 

※ 押印を省略する場合は、封筒に「（押印省略）」と朱書きすること。 
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（様式３）  
 

 

 

誓約書 

                       

令和  年  月  日 

 

 

独立行政法人都市再生機構 西日本支社 
  総務部長 坂野 友義  殿 
  

会 社 名 
 

住    所 
 

代表者名 

 

 

当社における業務内容について、下記のとおり事実と相違ないことを誓約します。 

 

１ 警備業法第49条に規定する営業の全部又は一部の停止命令及び廃止命令を過去

３年以内に受けていないこと。 

 

２ 警備業法第2条に規定する機械警備業務を自ら行うこと。 
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令和  年  月  日 

 

独立行政法人都市再生機構西日本支社 

ストック事業推進部事業企画課 行 

 

機械警備業務依頼書交付申込書 

 

下記業務の機械警備業務依頼書の交付を申し込みます。 

 

業 務 件 名 
０６－西日本団地再生業務事務所大阪府Ａ分室機械警

備業務 

申

込

者 

会社名  

郵便番号・ 

住 所 

〒 

電話番号  

メール 

アドレス 
 

担当者名  

備  考  

 

(申込先) 

独立行政法人都市再生機構西日本支社 

ストック事業推進部事業企画課 

担当：鶴淵 

  ＦＡＸ： ０６－４７９９－１１８５ 

  ＴＥＬ： ０６－４７９９－１１７８ 

 

FAX 用 
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請 負 契 約 書 
 

１ 役務の名称     

０６－西日本団地再生業務事務所大阪府Ａ分室機械警備業務 

２ 履行場所   

 仕様書による 

３ 履行期間 

令和６年６月３日から令和８年８月１４日まで 

４ 請負代金額   金       円 

 （うち取引に係る消費税及び地方消費税(10％ 額     円) 

 

発注者独立行政法人都市再生機構と受注者          とは、頭書の役務

（以下「本役務」という。）に関する請負契約を次のとおり締結する。 

この契約締結の証として、本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各

自１通を保有する。 

 
  令和  年  月  日 
 
   発注者  住所  大阪府大阪市北区梅田一丁目１３番１号 
        氏名  独立行政法人都市再生機構西日本支社            
             理事・支社長 村 上  卓 也   印 
 
 
   受注者  住所 
        氏名                     印 
 

（総則） 

第１条 発注者は、本役務をこの契約に定める条件で受注者に発注し、受注者は、これ

を履行した上、その目的物（以下「目的物」という。）があるときは、これを発注者

に引き渡すものとする。 

（権利義務の譲渡等の制限） 

第２条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継

させてはならない。ただし、書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。 

（再委託等の制限） 

第３条 受注者は、この契約の履行に当たり、第三者にその全部又は一部を委託し、又

は請け負わせてはならない。ただし、書面による発注者の承諾を得た場合は、この限
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りでない。 

（仕様） 

第４条 受注者は、別紙１の仕様書（以下「仕様書」という。）に従い、本役務を履行

するものとする。 

（履行期間の変更等） 

第５条 発注者は、必要があると認めるときは、書面をもって受注者に通知し、仕様書

に指定された当該履行期限を延長し、又は履行期間を変更することができる。ただし、

その延長日数又は変更後の履行期間は、発注者と受注者とが協議して定めるものとす

る。 

２ 前項の規定に基づき履行期間の変更を行った場合の請負代金は、変更した履行期間

の日を基に、頭書に定める請負代金に1ケ月当たり金  円（税込）の金額を加減し

定めるものとする。 

３ 前項の規定による変更後請負代金の算定において、変更した履行期間に1ケ月に満

たない日がある場合は1ケ月を30日として日割り計算により定めるものとする。 

４ 業務の仕様を変更した場合の請負代金は、前２項の規定にかかわらず発注者と受注

者の協議により定めるものとする。 

（危険負担） 

第６条 本役務の履行に当たり、次条第１項に規定する発注者の確認（同条第３項の再

検収がある場合には、当該再検収）の前に生じた損害は、受注者がこれを負担するも

のとする。 

（完了の確認） 

第７条 受注者は、別紙２の業務費用支払予定表（以下「支払予定表」という。）に指

定された各履行期限内又は各履行時期（第５条又は第11条の規定により当該履行期限

又は履行時期が延長され、又は変更されたときは、その延長後の履行期限又は変更後

の履行時期）における本役務の履行後、直ちに発注者に届け出て、発注者の確認を受

けなければならない。 

２ 発注者は、前項の確認（以下「検収」という。）を同項の規定による届出を受けた

日から起算して10日以内に行うものとする。 

３ 受注者は、検収の結果、不合格となり、発注者から修正又はやり直しを命ぜられた

ときは、発注者の指定する日までに当該修正又はやり直しを行い、発注者の再検収を

受けなければならない。この場合、再検収の期限については、前項の規定を準用する。 

４ 検収又は前項の再検収に合格した日をもって、第１項の本役務は完了したものとし、

目的物があるときは、当該目的物は、同日をもって発注者に引き渡されたものとする。 

（請負代金の支払い） 

第８条 受注者は、請負代金については、第７条第４項に規定する同条第１項の本役務

の完了日以降その支払請求書を発注者に提出するものとし、発注者は、当該請求書を
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受理した日から起算して30日以内に、これを受注者に支払うものとする。 

２ 発注者がその責めに帰すべき理由により第７条第２項の期間内に検収又は同条第

３項の再検収を行わないときは、その期間を満了した日の翌日から当該検収又は再検

収を行った日までの日数は、前項の期間（以下「約定期間」という。）の日数から差

し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるとき

は、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみな

す。 

 

（契約不適合責任） 

第９条 発注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適

合しないもの（以下「契約不適合」という。）であるときは、受注者に対し、成果物

の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができ

る。ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発

注者は履行の追完を請求することができない。 

２ 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期

間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を

請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をする

ことなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 

一 履行の追完が不能であるとき。 

二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行

しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の

追完をしないでその時期を経過したとき。 

四 前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追

完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 

（請負代金の改定） 

第10条 賃金、材料等の価格や契約期間等に変動があり、第８条第１項に規定する請負

代金の額が不相当となったときは、発注者と受注者とが協議の上、これを改定する。 

（延滞金） 

第11条 受注者の責めに帰する理由により受注者が仕様書及び支払予定表に指定され

た履行期限内又は履行時期に本役務を完了しない場合において、履行期限又は履行時

期経過後相当期間内に完了する見込みがあると発注者が認めたときは、発注者は、受

注者から延滞金を徴収して、当該履行期限を延長し、又は履行時期を変更することが

できる。 

２ 前項の延滞金は、その延長日数に応じ、請負代金に対し、年（365日当たり）３パ

ーセントの割合で計算した金額とする。 
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（談合等不正行為があった場合の違約金等） 

第12条  受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の

請求に基づき、本契約期間中に発注した総額の10分の１に相当する額を違約金として

発注者の指定期間内に支払わなければならない。 

一  この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭

和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第３条の規定に違反し、又は受

注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１項第１号の規定に違

反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第７条の２第１項

（独占禁止法第８条の３において準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の

納付命令（以下「納付命令」という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確

定した当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消された場合を

含む。）。 

二  納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命

令（これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体（以下「受注

者等」という。）に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したもの

をいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが

確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」

という。）において、この契約に関し、独占禁止法第３条又は第８条第１項第１号

の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 

三  納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第３条又は第８条第１

項第１号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対

象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間（これらの命

令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確

定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為

の実行期間を除く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、か

つ、当該取引分野に該当するものであるとき。 

四  この契約に関し、受注者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑

法（明治40年法律第45号）第96条の６又は独占禁止法第89条第１項若しくは第95

条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 

２  受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、

当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年３パーセントの割合

で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 

（支払遅延利息） 

第13条 受注者は、発注者がその責めに帰すべき理由により約定期間を超えて請負代金

の支払いを行った場合には、その遅延日数に応じ、当該支払額に対し、年（365日当

たり）2.5パーセントの割合で計算した額を、遅延利息として発注者に請求すること
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ができる。 

（契約不適合責任期間等） 

第14条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第７条第４項の規定による引渡し（以

下この条において単に「引渡し」という。）を受けた日から１年以内に契約不適合で

ある旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害

賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除（以下この条において「請求等」とい

う。）をすることができない。 

２ 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該

請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行

う。 

３ 第１項において受注者が負うべき責任は、第７条第１項の規定による検査に合格し

たことをもって免れるものではない。 

４ 発注者が第１項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間（以下この項及び

第７項において「契約不適合責任期間」という。）の内に契約不適合を知り、その旨

を受注者に通知した場合において、発注者が通知から１年が経過する日までに前項に

規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたも

のとみなす。 

５ 発注者は、第１項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に

関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をするこ

とができる。 

６ 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであると

きには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところ

による。 

７ 民法第637条第１項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 

８ 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第１項の

規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関す

る請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っ

ていたときは、この限りでない。 

９ 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品

等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請

求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不

適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 

（損害賠償義務） 

第15条 本役務の履行に当たり、発注者又は第三者に及ぼした損害は、受注者が賠償す

るものとする。ただし、受注者の責めに帰さない理由による損害については、この限

りでない。 
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（発注者の解除権） 

第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、催告によ

らないで、この契約を解除することができる。 

一 受注者の責めに帰する理由により、仕様書に指定された履行期限内若しくは履行

時期又はこれらの経過後相当期間内に本役務を完了する見込みがないとき。 

二 第２条、第３条の規定に違反したとき。 

三 前条に規定する賠償義務を怠ったとき。 

四 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目

的を達成することができないとき。 

五  受注者が次のいずれかに該当するとき。 

イ  役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合には

その役員又はその支店若しくは常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者

をいう。以下この号において同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第６号

に規定する暴力団員（以下この号において「暴力団員」という。）であると認め

られるとき。 

ロ  暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この号にお

いて同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

ハ  役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められると

き。 

ニ  役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与してい

ると認められるとき。 

ホ  役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると

認められるとき。 

ヘ  再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該

当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

ト  受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の

相手方としていた場合（ヘに該当する場合を除く。）に、発注者が受注者に対し

て当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

六 破産の申立て（自己申立てを含む。）を受け、又は解散したとき。 

（違約金） 

第17条 受注者は、前条第１号から第５号までのいずれかに該当してこの契約が解除さ

れたときは、その解除された日の属する月から頭書の契約期間の終了日の属する月ま

での間に相応する請負代金の10分の１に相当する額を違約金として、発注者に支払わ
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なければならない。 

（発注者の都合による解除） 

第18条 発注者は、第16条各号の場合のほか、発注者の都合により、この契約を解除す

ることができる。 

２ 発注者は、前項の規定により契約を解除するときは、少なくとも１か月前までに、

書面により受注者に通知しなければならない。 

３ 第１項の規定によりこの契約が解除された場合において、受注者が損害を被ったと

きは、発注者は、これを賠償しなければならない。ただし、その賠償額は、発注者と

受注者とが協議して定めるものとする。 

（秘密の保持） 

第19条 受注者は、この契約の履行に当たり知り得た秘密を第三者に漏らし、又は他の

目的に使用してはならない。 

（相殺） 

第20条 発注者は、受注者に対して支払うべき金銭債務と受注者が発注者に対して支払

うべき金銭債務とを相殺し、なお不足を生ずるときは、更に追徴するものとする。 

（協議事項） 

第21条 この契約に定めがない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者

とが協議して定めるものとする。 

別紙１ （仕様書） 

別紙２ （業務費用支払予定表） 
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（別紙１） 
仕様書 

 
１ 件名 

０６－西日本団地再生業務事務所大阪府Ａ分室機械警備業務 

 
２ 契約期間 

令和６年６月３日から令和８年８月１４日まで 
 
３ 対象の事務所 
  機械警備業務依頼書による 
 
４ 警備目的 

警備対象事務所における盗難等を防止するとともに、違法・不当な行為を排除し、もっ

て同事務所の円滑な業務運営及び個人情報保護に寄与することを目的とする。 
 
５ 警備方法 

機械警備システム（異常感知装置及び自動通報装置（以下「警備機器」という。）と警

備員による対応を組み合わせた警備活動） 
 
６ 警備内容 

（１）警備対象事務所内における不法侵入者等の早期発見と措置 
（２）警備対象事務所の異常発見、通報及び緊急措置 
（３）盗難等の早期発見と阻止 
（４）警報機器類の正常作動確認、監視及び異常発報時の措置 
（５）機械警備システム用に警備対象事務所に設置された警備機器の点検操作 
 

７ 警備上必要な機械等 
（１）警備機器概要 

①警報送信機 
②警報受信機 
③操作器（コントローラー） 
④人感センサー 
⑤ドア（窓）開放感知センサー 

（２）上記警備機器の中から、必要数を設置すること。 
（３）警備機器及びこれに付随する一切の設備については、受注者が設置し、受注者の
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所有に属する。 
 

８ 異常事態発生における処理 
（１）警報機器により警備対象事務所に異常事態が発生したことを確認したときは、警

備員（警備業法（昭和四十七年法律第百十七号）第 23 条に定める検定に合格した者

をいう）を急行させ、異常事態を確認、事態の拡大防止にあたる。 
（２）受注者は、異常事態を確認後、発注者が別途指定する者へその状況を連絡するほ

か、必要に応じて関係先（警察・消防署等）へ通報する。 
 
９ 事故報告等の届出 

受注者は警備対象事務所の異常対処の内容について、速やかに発注者に報告書を提出

すること。 
 

１０ 鍵の預託 
警備上必要な鍵については、それぞれ受領書によりその所在を確認できるようにする

とともに、厳重に取扱い保管するものとする。 
 
１１ 警備機器の設置及び撤去 

警備機器及びこれに付随する一切の設備は、受注者が設置及び撤去工事を行い現状復

帰に努めることとする。なお、現状復帰の内容、撤去作業日程は発注者と協議の上決定

する。 
 
１２ 損害賠償 

（１）受注者の責に帰すべき事由により、警備対象事務所が存する建物、及び事務所内

における設備及び物品を破損又は滅失したときは、直ちに発注者に届け出るととも

に、受注者は損害を賠償しなければならない。ただし、発注者がやむを得ないと認

めたときは、この限りではない。 
（２）受注者の警備員又は従業員が業務執行中に負った損害については、受注者がこれ

を補償し、発注者は一切責任を負わない。 
（３）受注者が本契約に基づいた警備を実施中に、発注者又は第三者に対して損害を与

えた場合において、その原因が受注者の責めに帰すべき事由によるときは、受注者

は、発注者又は第三者が被った損害を賠償しなければならない。 
 
１３ その他 

（１）警備機器の設置日時等については、受注者は発注者と調整を行い実施すること。

また、業務開始前までに事務所内の案内員等へ警備機器の使用方法等を説明するこ
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と。 
（２）警報機器の設置にあたっては、発注者の電話回線を利用することも可とする。 
（３）警備機器操作に必要なカード等は、設置と同時に発注者に必要数交付すること。 
（４）警備実施上、疑義又は本仕様書に定めのない事項が生じたときは、その都度発注

者と受注者との協議の上取り決めるものとする。 
 

以 上  
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（別紙２）    

    

業 務 費 用 支 払 予 定 表  

回数 履行期間 予定金額（税込） 備考 

１回 
令和６年６月３日から 

令和６年６月３０日まで 
円  

２回 
令和６年７月１日から 

令和６年７月３１日まで 
円  

３回 
令和６年８月１日から 

令和６年８月３１日まで 
円  

４回 
令和６年９月１日から 

令和６年９月３０日まで 
円  

５回 
令和６年１０月１日から 

令和６年１０月３１日まで 
円  

６回 
令和６年１１月１日から 

令和６年１１月３０日まで 
円  

７回 
令和６年１２月１日から 

令和６年１２月３１日まで 
円  

８回 
令和７年１月１日から 

令和７年１月３１日まで 
円  

９回 
令和 7 年２月１日から 

令和７年２月２８日まで 
円  

10回 
令和７年３月１日から 

令和７年３月３１日まで 
円  

11回 
令和７年４月１日から 

令和７年４月３０日まで 
円  

12回 
令和７年５月１日から 

令和７年５月３１日まで 
円  

13回 
令和７年６月１日から 

令和７年６月３０日まで 
円  

14回 
令和７年７月１日から 

令和７年７月３１日まで 
円  

15回 
令和７年８月１日から 

令和７年８月３１日まで 
円  
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16回 
令和７年９月１日から 

令和７年９月３０日まで 
円  

17回 
令和７年１０月１日から 

令和７年１０月３１日まで 
円  

18回 
令和７年１１月１日から 

令和７年１１月３０日まで 
円  

19回 
令和７年１２月１日から 

令和７年１２月３１日まで 
円  

20回 
令和８年１月１日から 

令和８年１月３１日まで 
円  

21回 
令和８年２月１日から 

令和８年２月２８日まで 
円  

22回 
令和８年３月１日から 

令和８年３月３１日まで 
円  

23回 
令和８年４月１日から 

令和８年４月３０日まで 
円  

24回 
令和８年５月１日から 

令和８年５月３１日まで 
円  

25回 
令和８年６月１日から 

令和８年６月３０日まで 
円  

26回 
令和８年７月１日から 

令和８年７月３１日まで 
円  

27回 
令和８年８月１日から 

令和８年８月１４日まで 
円  

計  円  

 
 


